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令和４年 第１１６回南あわじ市議会定例会 

提 案 す る 諸 条 例 等 の 制 定 要 旨 

 

 この条例制定は、地方公務員法の一部改正により、公務員の定年が６５歳まで

引き上げられることに対応するため、関係条例において所要の改正を行うもので

す。 

なお、附則でこの条例の施行日を地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第６３号）の施行の日（令和５年４月１日）外と定めています。 

 

 この条例の一部改正は、特別職の期末手当の支給割合について、本年度人事院

勧告の内容を給与制度に反映させる一般職の改正内容と同様の改定を行うため、

所要の改正を行うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を公布の日外と定めています。 

 

 この条例の一部改正は、本年度人事院勧告に準拠し、所要の改正を行うもので

す。主な内容は、行政職、医師職及び看護職の各給料表及び勤勉手当の支給割合

の改定を行うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を公布の日外と定めています。 

 

この条例の一部改正は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和４年政

令第１７２号）により、国政選挙における選挙運動の公費負担に係る限度額が一

部引き上げられたことを踏まえ、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の

公費負担に係る限度額を一部引き上げるため所要の改正を行うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を公布の日からと定めています。 

 

この条例の一部改正は、本年度人事院勧告に準拠し、給料表及び期末手当の支

給割合の改正を行うものです。 

議案第７３号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例制定について 

議案第７４号 南あわじ市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例制定について 

議案第７５号 南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

議案第７６号 南あわじ市議会議員及び南あわじ市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第７７号 南あわじ市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
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なお、附則でこの条例の施行日を公布の日外と定めています。 

 

 この条例の一部改正は、本年度人事院勧告に準拠した正規職員の勤勉手当の引

き上げにより、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改定するものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和５年４月１日と定めています。 

 

 この条例制定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律（令和３年法律第３７号）の施行により、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）が改正され、同法に基づいて個人情報保護制度を運用して

いくため、必要な事項を定めるものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和５年４月１日と定めています。 

 

 この条例制定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律（令和３年法律第３７号）の施行により、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）が改正されることに伴い、個人情報の適正な取扱いを確保

するため、市長の附属機関として設置する「南あわじ市個人情報保護審査会」に

ついて、必要な事項を定めるものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和５年４月１日と定めています。 

 

 この条例の一部改正は、災害発生時に人命救助又は財産保護等、応急対策の支

援で協力いただく自衛隊の隊員を防災会議委員に任命するため、所要の改正を行

うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和５年１月１日と定めています。 

 

この条例の一部改正は、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定

するに当たり、有識者等からの幅広い意見を反映させるために設置された南あわ

じ市教育振興基本計画策定委員会の庶務担当部署を変更するものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和５年４月１日と定めています。 

 

議案第７８号 南あわじ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例制定について 

議案第７９号 南あわじ市個人情報の保護に関する法律施行条例制定について 

議案第８０号 南あわじ市個人情報保護審査会条例制定について 

議案第８１号 南あわじ市防災会議条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８２号 南あわじ市教育振興基本計画策定委員会条例の一部を改正する

条例制定について 
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この条例制定は、学ぶ楽しさ日本一をめざす本市の教育の充実及び振興を図る

とともに、地域活動の発展に資することを目的として、南あわじ市学ぶ楽しさ支

援センターを設置するため、必要な事項を定めるものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和５年４月１日と定めています。 

 

この条例の一部改正は、学ぶ楽しさ支援センター整備に関連し、三原志知公民

館の移転改修に伴い、公民館の位置及び使用料を改定するため、所要の改正を行

うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を令和５年４月１日と定めています。 

 

この条例の一部改正は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和４

年厚生労働省令第１３０号）が令和４年９月１５日に公布されたことに伴い、特

例対象被保険者等に係る届出書類等について、雇用保険受給資格通知を用いる取

扱いも可能となるため、所要の改正を行うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を公布の日からとし、改正後の第２３条の３第

２項の規定は、令和４年１０月１日から適用すると定めています。 

 

この条例の一部改正は、各公園の位置付けを明確にし、適切な維持管理を行う

ため、神道ふれあい公園を追加することに伴い、所要の改正を行うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を公布の日からと定めています。 

 

この条例の一部改正は、南あわじ市斎苑「桜花の郷」の運営開始に伴い、新火

葬場の位置づけを明確にし、適切な維持管理を行うため所要の改正を行うもので

す。 

なお、附則でこの条例の施行日を公布の日から起算して６月を超えない範囲内

において規則で定める日からと定めています。 

 

議案第８３号 南あわじ市学ぶ楽しさ支援センター条例制定について 

議案第８４号 南あわじ市公民館条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８５号 南あわじ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

議案第８６号 南あわじ市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８７号 南あわじ市火葬場条例の一部を改正する条例制定について 

議案第８８号 南あわじ市鳴門岬駐車場「うずまちテラス」条例制定について 
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この条例制定は、南淡路駐車場施設に新設するバス停留所及び休憩棟並びに広

場等の開場時間等を規定するため、所要の改正を行うものです。 

なお、附則でこの条例の施行日を公布の日から起算して１年を超えない範囲内

において規則で定める日からと定めています。 
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